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１ 水防計画の目的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３条に基づき長洲町

（以下「本町」という。）の区域内における洪水、内水または高潮における水

災を警戒防護し、これによる被害を軽減する目的をもって、町内各河川と海

岸に対する水防上必要な監視、予報、警報、通信、連絡・輸送及び水開門の

操作、水防のための消防団及び必要な諸器具資材並びに設備の整備と運用に

ついて大綱を定めるものである。 

 

２ 居住者等の水防義務 

水防管理者（町長）または消防機関の長（消防団長）は、水防のため止む

を得ない必要があるときは、本町の区域内に居住する者または水防の現場に

ある者をして水防に従事させることができる。 

この場合、これらの住民は、直ちにこれに協力し、水防に従事しなければ

ならない。 

 

３ 重要水防区域 

管内重要水防区域は、別表 1のとおりである。 

 

４ 町における水防機構 

水防法第１０条の規定により、気象等の状況により洪水及び高潮のおそれ

があると認め、水防の必要を認めたときから、その危険を解消するまでの間、

「長洲町地域防災計画」に準じ事務を処理する。 

 

５ 水防資材の備蓄配置 

水防資材の備蓄資材、器具、状況は次の通りである。 

掛矢 のこ スコップ ｸﾛｽｼｰﾄ 照明器 土のう 丸杭 水中ポンプ 

20 3 20 330 20 200 50 3 

 

６ 水防活動並びにその連絡協力 

（１）本町水防本部は気象台の気象注意報及び気象警報をラジオ、テレビそ

の他般通信及び県水防本部、玉名水防本部より受ける。 

（２）本町水防本部は気象注意報を受けた場合、または、洪水の危険を察知

した場合、第一段階として計画した人員を召集し堤防の監視及び警戒配

置につくものとする。 

（３）警戒水位に達した時、または、その他必要と認める時は、第二段階と

して計画した人員を配置につけると共に資材器具を整備し出動準備を整

える。 

（４）出動水防信号により全員出動して水防活動を行う。なお、第三水防信

号により居住者も出動する。第四水防信号により居住者が避難する。 
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（５）警戒水位が下り再度水位上昇のおそれがなくなったときは水防体制を

解除する。 

 

◎ 水防警報の段階 

第一段階  待 機 

通報水位を超え警戒水位に達すると予知せられるとき、計画し

た人員を招集し、堤防の警戒配置につけることとする。 

第二段階  準 備 

警戒水位に達した時または必要と認める時は計画した人員を配

置につけると共に器具資材を整備し、出動準備を整える。 

(第一信号を発する) 

第三段階  出 動 

警戒水位を超え危険と認めたとき全員出動して水防活動を行う。 

(第二信号、第三信号、第四信号を逐次発する。) 

第四段階  解 除 

通報水位を下り再度水位上昇のおそれがなくなった時、水防活

動の終了を通知する。 

 

７ 水防詰所の設置 

水防管理者（町長）は、警戒を要する期間中適当な箇所に詰所を設け、旗

をもってこれを表示する。 

 

８ 水防管理者等の連絡事項 

水防管理者は、次の場合玉名水防本部を経由して、県水防本部に報告する

とともに隣接水防管理者に連絡する。 

（１）水防のため消防団が出動したとき 

（２）堤防等に異常を発見したとき 

（３）水防作業を開始したとき 

（４）水防困難におちいるおそれのあるとき 

（５）堤防が決壊したとき 

（６）防護の効果があったとき 

（７）水防活動を終了し、警戒を解除したとき 

 

９ 非常措置 

（１）水防管理者は堤防が決壊し、またはこれに準ずべく事態が発生したと

きは、他の水防団体その他応援を求める等第三段の水防に必要な措置を

構じ被害を最小限に止めなければならない。 

（２）水防管理者は、危険が著しく切迫し立退きを必要と認めたとき、また

は知事の指示による立退き通報を受けたときは、あらかじめ定めた立退

先及びその経路等を示して指示しなければならない 
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＜信号＞ 

 区  分 警鐘信号 サイレン信号 

第一信号 
警戒水位に達したことを知

らせるもの 

点 灯 

○-○-○-○ 

5 秒 15 秒 5 秒 15 秒 

○ 休止 ○ 休止 

第二信号 

当該水防管理団体の水防団

体及び消防機関に属する全

員が出勤すべき事を知らせ

るもの 

三 点 灯 

0-0-0 0-0-0 

0-0-0 

5 秒 6 秒 5 秒 6 秒 5 秒 6

秒 

0 休止 0 休止 0 休止 

第三信号 

当該水防管理団体の定めた

区域内に居住する者が出勤

することを知らせるもの 

四 0-0-0-0 

点 0-0-0-0 

打 0-0-0-0 

10 秒 5 秒 10 秒 5 秒 10

秒 5 秒 

0 休止 0 休止 0 休止 

第四信号 
居住者が避難することを知

らせるもの 
乱 打 

1 分 5 秒 1 分 5 秒 

○  休止  ○   休止 
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別表１ 

重 要 水 防 区 域 一 覧 表 

◎ 河川、海岸 

種別 
河川名 

海岸名 
地先名 

延長 

（ｍ） 
危険状況 水防工法 担当分団 

河川 

浦川 大字長洲 
右岸 3,310 

堤防高不足 積み土のう工 
1 

左岸 3,310 1,2,3 

行末川 
大字折崎 

玉名市岱明町 

右岸 3,901 
法崩れすべり 〃 3,4 

左岸 3,901 

宮崎川 
大字宮野～ 

大字清源寺 

右岸 2,000 
堤防高不足 〃 

3,4 

左岸 2,000 3,4 

菜切川 
大字永塩 

大字清源寺 
    3,4 

海岸 長洲港海岸 大字長洲 1,000 越 波  1 

水門 

菜切樋門 大字清源寺  浸 水 積み土のう工 3 

平成水門 大字長洲  〃 〃 1 

宮崎水門 大字清源寺  〃 〃 3 

 

 

○水防情報周知河川及び水防警報河川 
河川名 観測局名 区   域 

浦川 浦川 両岸：増永川合流点から海まで 
菜切川 菜切川 両岸：川登川から海まで 

行末川 行末川 
右岸：折崎 857 番地先の二又橋から海まで 
左岸：玉名市岱明町大字大野下 1734-1 地先の二又橋から海まで 
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河川名 観測所名 地先名 
水防団待

機水位 
はん濫 
注意水位 

避難判断

水位 
はん濫 
危険水位 

摘要 

浦川 浦川 長洲町長洲 3.26 
(1.99) 

3.31 
(2.02) 

3.63 
(2.34) 

3.92 
(2.63) 

観測所水位 

（TP 表示） 

菜切川 菜切川 荒尾市菰屋

字高倉 
1.06 

(5.90) 
2.20 

(7.04) 
 2.20 

(7.04) 
3.49 

(8.33) 
〃 

行末川 行末川 長洲町大字

腹赤字塘下 
2.07 

(2.45) 
2.58 

(3.12) 
2.58 

(3.12) 
2.93 

(3.58) 
〃 

 
 
◎ 道路危険箇所 

路線名 所在地 延長（ｍ） 危険状況 水防工法 担当分団 

長洲玉名線 長洲町塩屋 200 冠 水 遮 断 3,4 

 
 
◎ 急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所名 所 在 地 

平  原 長洲町大字清源寺字崩崎 

清 源 寺 長洲町大字清源寺字大辻 

腹赤新町 長洲町大字腹赤字新邸 

小  柳 長洲町大字折崎字小柳 

折  崎 長洲町大字折崎字小柳 

赤  崎 長洲町大字折崎字東畑 

古  城 長洲町大字折崎字古城 

古  城 長洲町大字宮野字古城 

中 大 谷 長洲町大字宮野字中大谷 

花 坂 ２ 長洲町大字宮野字花坂 

天 神 郷 長洲町大字宮野字天神郷 

笹  谷 長洲町大字宮野字笹谷 

山  畑 長洲町大字宮野字山畑 

池  上 長洲町大字宮野字池上 

高  田 長洲町大字宮野字大堤 

鷲 巣 １ 長洲町大字宮野字菅ノ谷 

鷲 巣 ２ 長洲町大字宮野字上大谷 
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鷲 巣 ３ 長洲町大字宮野字中大谷 

鷲 巣 ４ 長洲町大字宮野字中大谷 

鷲 巣 ５ 長洲町大字宮野字天神郷 

立  野 長洲町大字宮野字丸尾 

向  野 長洲町大字宮野字高尾 

宮 崎 １ 長洲町大字宮野字辻屋敷 

宮 崎 ２ 長洲町大字宮野字次六 

赤 田 １ 長洲町大字永塩字免場 

赤 田 ２ 長洲町大字永塩字金平 

日  焼 長洲町大字永塩字日焼 

葛  輪 長洲町大字永塩字中鴻ノ浦 

建  山 長洲町大字高浜字建山 

梅  田 長洲町大字梅田字北山 

郷  楽 荒尾市野原、長洲町大字宮野字菅ノ谷 

南 道 々 荒尾市牛水、長洲町大字梅田字向大藤 
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消防分団詰所 

分 団 名 消防団詰所 町  名 

第１分団 

第１分部格納庫 宮  ノ  町 

第２分部格納庫 上  町 

第３分部格納庫 下  東 

第４分部格納庫 東 荒 神 

第２分団 
第５分部格納庫 梅  田 

第６分部格納庫 建 浜 

第３分団 

第７分部格納庫 平 原 

第８分部格納庫 清 源 寺 

第９分部格納庫 上 沖 洲 

第１０分部格納庫 腹 赤 

第１１分部格納庫 腹赤新町 

第４分団 

第１２分部格納庫 折 地 

第１３分部格納庫 向 野 

第１４分部格納庫 宮 崎 

第１５分部格納庫 永  方 

本部 
長 洲 町 役 場 
消 防 団 長 
長 洲 分 署 

 

   



 
 


